
 

 

三豊市監査委員告示第１号 

 

 

 令和元年度定例監査結果報告書（第１回）に基づき措置を講じた旨の通知が三

豊市長からあったので、地方自治法第 199 条第 12 項の規定により、次のとおり

公表する。 

 

令和 2年 2月 18 日 

 

三豊市監査委員 片桐 正文       

三豊市監査委員 為広 員史       

 



 

 
三 総 総 第 7 1 1 号 
令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日 

 
三豊市監査委員  片 桐 正 文  様 
三豊市監査委員  為 広 員 史  様 

 
 
 

三 豊 市 長         山下 昭史 
 

三豊市教育委員会教育長   三好   覚 
 
 
 
 

監査の結果に関する報告に基づく措置について 
 
 
 
 令和元年度定例監査結果報告書（第１回）に基づき別紙のとおり措置を講じましたので、地方自

治法第１９９条第１２項の規定により通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
監査の結果に関する報告に基づく措置 

 
区

分 

監査対象機関

（課名等） 

監査の結果 

(改善・検討事項) 
措置の内容 

個

別

事

項 

市民環境部 

人権課 

・職員の出張旅費の適正な支出につ

いて 

職員の旅費支給については、「三

豊市職員等の旅費に関する条例」に

より事務処理することとなるが、職

員の出張旅費において正規の旅費

を支給していないケースがあった。

公務として出張依頼した場合にお

いては、例規に従った適正な旅費の

支出をすること。 

出張を伴う研修の実施について

は、計画の段階から予算執行計画に

基づき、参加者数を設定するよう周

知徹底するとともに、出張伺いの際

には旅費の根拠となる資料を添付

の上、精査を徹底するよう指導しつ

つ、適正な旅費の支給を行ってい

く。 
なお、今回の旅費の不足分につい

ては、3 月補正で対応し支給する予

定である。 

個

別

事

項 

教育委員会 

事務局 

学校教育課 

 

・適切な出張命令権者による出張命

令について 

幼稚園職員の出張については、

「三豊市立幼稚園の管理運営に

関する規則」及び「三豊市教育委

員会職務権限規程」により命令す

ることとなるが、適切な出張命令

権者による命令がなされていな

いものがあった。規則等に従った

命令を行うこと。 

ご指摘のとおり「三豊市立幼稚園

の管理運営に関する規則」等関連

規程どおりに執行されていなか

った事実を真摯に受け止め、今後

はこれらに基づき、適切な出張命

令権者による命令を行っていく。 

 

 

 

 

共

通

事

項 

 

 

 

 

会計課 

・現金取扱員の届出について 

現金取扱員に異動があったと

きは「三豊市出納員規則」の規定

に基づき、「領収印使用開始・廃

止届出書（様式第 1 号の 2）」に

より会計管理者に届け出なけれ

ばならない。しかし、年度途中の

異動について一部届出がなされ

ていない部署があった。規則に基

づいた適正な事務処理を実施す

ること。 

 ４月１日付の人事異動に伴う

出納員・現金取扱員の異動につい

ては、毎年年度末に周知し、届出

書の提出を依頼しているところ

である。その際に、年度途中に変

更があった場合も、随時届け出る

よう依頼しているが、徹底できて

いない状況である。 

 今後は、年度末の周知に加え、

年２回程度、定期的に周知し、届

出漏れを防止していく。 



 

区

分 

調査対象機関 

（課名等） 

監査の結果 

(改善・検討事項) 
措置の内容 

共

通

事

項 

総務部 

管財課 

・行政財産使用料の調定時期につい

て 

調定は、歳入を収入しようとす

る場合の内容や金額を決定する

行為であり、歳入を収納する前提

要件である。行政財産使用料等、

年間を一括して調定する場合は、

年度当初に行うことが通例であ

る。しかし、自動販売機設置に伴

う使用料において、一部、未調定

の部署があった。今後は適正な時

期に事務処理を実施すること。

（過去の定例監査においても指摘済） 

調定行為は原因が発生した時

点で行うこととされており、年間

を通じた使用が確定している場

合は、ご指摘のとおり年度当初に

行う必要がある。そのことは自動

販売機使用料においても同様で

ある。 
ご指摘の事項については、適正

な時期の調定行為について職員

に周知徹底していく。 

共

通

事

項 

総務部 

管財課 

・随意契約における手続について 

地方自治法施行令では、随意契

約が可能なもののうち、障害者支

援施設等で製作された物品の買

い入れやシルバー人材センター

等が行う事業にかかる役務の提

供を受ける契約をするとき、及び

地方公共団体の長の認定を受け

た者が新商品として生産する物

品を買い入れる契約をするとき

は、「三豊市契約規則」で定めた

手続によることとされているが、

所定の手続がなされていなかっ

た。 

また、「公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律

施行令」第 7条第 2項に定められ

ている公共工事において、随意契

約を行った場合の公表事項が公

表されていなかった。 

法令、規則に基づき適正な事務

処理を実施すること。 

地方自治法施行令第167条の2
第 1 項第３号及び第４号の規定

に定める随意契約（シルバ－人材

センタ－、障害者支援施設等との

随意契約）に関し、三豊市契約規

則第 25 条第 4 項の規定に基づき

公表するよう改善する。 
 また、公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律施

行令第７条第 2 項の規定により、

公共工事の予定価格が２５0 万

円以上の随意契約において、その

契約内容の公表についても法令

を順守するよう改善する。 

 


